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１ 意見の募集期間 

３月２８日（火）～４月１７日(月)まで ※郵便の場合は必着とします。 

 

２ 閲覧及び意見の提出場所 

（１）気仙沼市立病院医事課  

（２）気仙沼市立本吉病院管理課 

（３）ワン・テン庁舎交流プラザ 

（４）市役所市民室 

（５）唐桑及び本吉総合支所 

（６）各公民館 

（７）旧折壁小学校住宅及び旧千厩中学校住宅集会所 

（８）市ホームページ（「トップページ」＞「暮らしの情報」からご覧いただけます） 

※閲覧場所には新改革プラン（案）及び意見提出用紙を設置しています。意見提出用紙

はお持ち帰りいただけます。 

 

３ 対象者  

 次のいずれかに該当する人(法人その他団体を含む)です。 

●市内に居住する人 

●市内に事務所または事業所を有する人 

●市内に通勤または通学している人 

●市税の納税義務のある人 

●「気仙沼市立病院新改革プラン（案）」の作成に利害関係のある人（住所問わず） 

記者発表資料 

平成 29年 3月 28日（火） 

市立病院総務課 

担当：川合  22-7100 内線 127 

 

■ 市では，平成 27 年３月に総務省から公表された「新公立病院改革ガイドライン」

に基づき，気仙沼市立病院と気仙沼市立本吉病院の課題改善に取り組みながら，市

民の皆様に良質な医療を提供し続け，地域に必要な病院として持続するため，新た

な改革プランを策定することとしています。 

 

■ 策定にあたり，市民の皆様のご意見を参考とするため，「気仙沼市立病院新改革プ

ラン（案）」に係るパブリックコメントを次のとおり実施します。皆様からの多くの

ご意見をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

～ ご意見を募集いたします ～ 

「気仙沼市立病院新改革プラン（案）」に係るパブリックコメント 
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４ 意見の提出方法   

●新改革プラン（案）へのご意見とあわせ，氏名（団体等の場合は代表者名）， 

住所，連絡先（電話番号・Eメールなど）を記入の上，窓口に持参するか，郵送・

ファックス・Eメールで提出してください。持参する場合は，土・日を除きます。 

●住所または所在地が市外の場合は，勤務先，学校名，納税義務又は利害関係を有

する旨のいずれか該当する事項を記載してください。これらが記載されていない

場合は，受付できません。 

●ご意見の提出様式は自由ですが，参考様式は各窓口で配布するほか，市ホームペ

ージからダウンロードできます。 

 

５ その他 

●いただいたご意見を考慮しながら，プランの最終決定を行います。 

●ご意見とそれに対する本市の考え方は，後日，プランの成案と併せて前記２の閲

覧場所で公表する予定です。 

●いただいたご意見に対して，直接，個別の回答はいたしません。 

●意見募集結果の公表の際，ご意見の内容以外（住所，氏名等）は公表しません。 

 

６ 問合せ先 

  気仙沼市立病院事務部総務課 

  〒988-0052 気仙沼市田中１８４番地 

  電 話 ０２２６－２２－７１００（電話によるご意見提出はできません） 

  F A X ０２２６－２２－３１２１ 

  E－mail: shomu@kesennuma-hospital.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 


